
子どもの権利ー歴史的変遷

1970年代～

欧米で医療を受ける子どもへの心理的な侵襲を軽減するための
プレパレーションが看護分野に導入された

1980年代～
WHO「病院における子どもの看護の勧告」（1982）

病院の子ども憲章（EACH CHARTER）（1988）

「子どもの権利条約」 第44回国連総会で採択（1999）

＊子どもの権利を守りながら医療や看護を行うことがより強く考
えられるようになった

1990年代～

医療における子どもの知る権利の尊重など、子どもや親の尊厳
を守る倫理的な看護実践の１つとしてプレパレーションが推奨さ
れるようになった

子どもの権利条約

• 1994年に日本が批准

条約や協定（国と国とのとりきめ。国際的なルール）を最終的
に、国として確認・同意すること。

生きる権利 育つ権利

守られる権利 参加する権利

こどもの病院環境＆プレイセラピーネットワーク NPHC (野村みどり訳、吉見友寿デザイン）

子どもや親たちは年齢や理解度に
応じた方法で説明を受ける権利を有
する。

身体的、情緒的ストレスを軽減する
方策が講じられるべきである。

子どもたちは、同様に発達的ニー
ズをもつ子どもたちとともにケアさ
れるべきであり、成人病棟には入
院させられない。

p.20  表Ⅰ－１ 1994年 日本が「子どもの権利条約」に批准
第13条「子どもの発達に応じた相応の説明を受けることの保証」

医療の中で遵守することが議論され始めた。

1998年 小児看護にプレパレーションが紹介された
子どもへのインフォームド・コンセントを指す言葉としてスウェーデンで行
われていたプレイセラピーの一部であるプレパレーションが紹介された。

1999年 小児看護業務基準（日本看護協会）
子どもと養育者には、検査･治療･病状･処置などについて適時に説明
をし、納得･了解･理解が得られるように努め、その際には発達に応じた
わかりやすい言葉や絵を用いて説明することの必要性が提唱された。

2009年 平成22年度看護師国家試験の出題基準改訂
小児看護学では、子どもの人権に配慮した病院環境の整備や、プレパ
レーションを通して病気や治療の子どもへの説明と同意を行うインフォー
ムド・アセントについての理解が必要であることが示された。

子どもへの説明や心理的
援助を「プレパレーション」
とした場合の実施割合は
概ね1割から半数以下

小児看護の経験年数が
0～5年の看護師の倫理
的な看護実践の不足

小児と成人の混合病棟が増加

混合病棟の看護師の子どもの
権利への認識は小児病棟の看
護師よりも低い

小児看護における倫理的看護実践の強化・普及が課題



子どもへの説明と同意

• ( インフォームド・コンセント ) 

判断力のある成人患者が自分が受ける治療や検査について十
分な説明を受け、自由意思によって承諾する、あるいは拒否する
こと＊AAP:18歳以上 文科・厚労省:16歳以上

• ( インフォームド・アセント ) （説明と納得）

判断力が十分でない未成年患者（小学生や思春期の子ども
18歳未満)による同意。治療や検査についてわかりやすく説明し、
親だけでなく子どもからも協力を得るよう努めること。

• 1995年アメリカ小児科学会（AAP)が提唱 7~15歳未満

• 2011年 〃 18歳未満

インフォームド・アセント（説明と納得）
子どもに意思決定過程への参加を促すためのプロセス・モデル

（文科省・厚労省：16歳以上はインフォームド・コンセント）

４つの要素

1）子どもの病状について発達段階に適した理解が得られるよう支
援する。

2）検査や処置の内容やその結果について子どもに説明する。

3）子どもの状況理解や反応に影響を与える要素について臨床的に
評価する

4）提案されたケアについて子どもが自発的に納得しているかどうか
表現できるよう工夫する

★看護師は、プロセスモデルに関わり、 患者の代弁者として自己決定権を擁
護するアドボケーターの役割がある。

★子どもの気持ちを尊重しながら子どもの最善の利益を保障する方法を検討し
て実施する。

小児看護業務基準（日本看護協会、1999）

子どもの人権を尊重し、子どもと養育者には、検査･治療･病
状･処置などについて適時に説明をし、納得･了解･理解が得ら
れるように努め、その際には発達に応じたわかりやすい言葉や
絵を用いて説明することを提唱。

小児看護領域で特に留意すべき子どもの権利と必要な看護行
為（日本看護協会、2005）

説明と同意を得る努力

最小限の侵襲

最小限の抑制と十分な説明

子どもの意見の表明

表現の自由の保証

家族からの分離の禁止など

抑制や拘束をする場合は最小限にとどめ、
子どもと保護者に事前または事後に十分
説明する。

泣くことや拒否する反応も意見、表現の一つ

小児看護の日常的な臨床場面での倫理的課題に関する指針
（日本小児看護学会，2010）



倫理的な視点で考える必要性

善行 自律
尊重

無加害
正義

忠誠
倫理的看護実践

ジレンマ

心理的準備

抑制・固定

倫理原則だけでなく、コンテキスト（前後の流れや子どもや家族の反応）を含めて
判断し対応する必要がある。

・・・・ケアリングの考え方が重要（患者に関心を寄せ気遣う、ケアする側とされる
側双方に人間的成長をもたらす）


